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【
事
件
の
概
要
】

事
件
は
、
町
職
員
採

用
試
験
を
め
ぐ
り
副
町

長
が
恐
喝
未
遂
容
疑
で

逮
捕
さ
れ
た
も
の
。

平
成
十
九
年
十
一
月

八
日
、
脅
さ
れ
た
職
員

が
、
総
務
課
に
相
談
。

相
談
を
受
け
た
職
員
は

副
町
長
に
報
告
。
副
町

長
は
「
私
が
対
応
す

る
」
と
答
え
た
。
そ
の

後
、
再
度
相
談
が
あ
っ

た
が
、
報
告
は
副
町
長

ま
で
に
と
ど
ま
り
、
町

長
に
は
伝
わ
ら
ず
、
町

長
が
知
っ
た
の
は
事
件

発
覚
の
十
二
月
三
日
で

あ
っ
た
。

十
二
月
三
日
　
十
六
時

緊
急
招
集

議
員
全
員
協
議
会
を
開
催

【
町
長
よ
り
事
件
の
説
明
】

町
長
は
、「
公
務
員

と
し
て
あ
る
ま
じ
き
行

為
で
誠
に
申
し
訳
な
い
」

と
陳
謝
、
厳
正
に
処
分

す
る
方
針
を
示
す
。

「
任
命
権
者
と
し
て
責

任
を
感
じ
て
い
る
。
再

発
防
止
へ
指
揮
監
督
を

徹
底
し
た
い
。
必
要
に

応
じ
て
町
独
自
の
調
査

も
進
め
た
い
」
と
強
調

し
た
。

事
件
の
発
生
か

ら
発
覚
ま
で
の

経
緯
は
。警

察
が
捜
査
中

の
た
め
、
詳
し

い
こ
と
は
言
え
な
い
。

今
回
の
事
件
以

降
の
採
用
試
験

で
は
問
題
は
な
い
の
か
。

現
段
階
で
は
、

分
か
ら
な
い
。

五
日
か
ら
始
ま

る
定
例
議
会
で

詳
細
な
経
緯
の
説
明
を

求
め
る
。責

任
を
感
じ
て

い
る
。
誠
心
誠

意
を
も
っ
て
答
え
る
。

十
二
月
五
日

（
定
例
議
会
の
初
日
）

【
町
長
よ
り
副
町
長
逮

捕
の
報
告
】

町
長
は
、「
任
命
権

者
と
し
て
責
任
を
感
じ

て
い
る
。
申
し
訳
な

い
」
と
あ
ら
た
め
て
陳

謝
。「
再
発
防
止
へ
職

員
の
指
揮
監
督
を
徹
底

し
た
い
」
と
述
べ
、
調

査
委
員
会
を
設
置
す
る

方
針
を
示
し
た
。

副
町
長
の
処
分
は
、

「
警
察
の
捜
査
状
況
を

見
な
が
ら
解
職
の
時
期

を
決
め
た
い
」
と
し
た
。

議
員
九
名
が
緊
急
質
問

立
場
を
利
用
し

た
悪
質
な
行
為
。

卑
劣
な
行
為
と

認
め
、
警
察
の

捜
査
状
況
を
見
な
が
ら

解
職
時
期
を
決
め
た
い
。

町
民
の
信
頼
を

失
墜
さ
せ
た
責

任
は
。

信
頼
を
失
墜
さ

せ
た
こ
と
は
深

く
反
省
し
て
い
る
。
信

頼
を
回
復
さ
せ
る
た
め

に
も
、
事
件
の
解
明
と

と
も
に
早
々
の
処
分
な

ら
び
に
、
事
件
の
調
査

委
員
会
を
立
ち
上
げ
原

因
究
明
と
対
策
を
講
じ

る
。

町
長
の
責
任
は
。

早
い
時
期
に
明

ら
か
に
す
る
。

ＱＡＱＡＱＡ

ＱＡＱＡＱＡ

の 責 任 を 追 及

平
成
十
九
年
十
二
月
定
例
議
会
最
終
日
に
て

町
長
の
給
料
を
３０
％
カ
ッ
ト
す
る
議
案

処
分
が
軽
い
と
し
て
否
決

議
会
の
対
応
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職
員
の
再
教
育

と
意
識
改
革
は
。

職
員
に
不
利
益

が
生
じ
る
こ
と

な
く
、
上
司
に
対
し
不

正
等
を
通
報
で
き
る
よ

う
な
仕
組
み
を
検
討
す

る
な
ど
の
見
直
し
を
行

う
。

副
町
長
は
採
用

に
ど
れ
だ
け
権

限
が
あ
っ
た
の
か
。

副
町
長
（
当
時

総
務
部
長
）
は
、

選
考
委
員
長
で
あ
っ
た

が
、
選
考
委
員
会
は
五

人
の
合
議
制
。
今
後
は

公
平
、
透
明
性
を
整

理
・
検
証
す
る
。

助
役
選
任
を
議

会
で
一
度
否
決

し
て
い
る
。
人
柄
に
問

題
が
あ
っ
た
と
言
え
な

い
か
。

個
人
の
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
面
に

は
立
ち
入
れ
な
い
。
人

間
性
に
つ
い
て
は
把
握

し
て
い
な
い
部
分
も
あ

っ
た
が
、
過
去
の
業
務

実
績
を
考
慮
し
て
、
議

会
に
は
選
任
の
同
意
を

求
め
た
。

十
二
月
七
日

（
定
例
議
会
の
三
日
目
）

【
議
決
】

議
員
の
期
末
手
当
を

ア
ッ
プ
す
る
条
例
案
が

提
出
さ
れ
た
が
、
議
員

全
員
が
反
対
。
否
決
し

た
。〇

こ
の
事
件
は
、
議

会
に
も
一
部
責
任

が
あ
る
。

〇
財
政
難
の
折
、
経

済
情
勢
や
近
郊
市

町
の
状
況
を
考
慮

す
る
と
上
げ
る
べ

き
で
な
い
。

【
議
案
】

町
長
は
、
監
督
責
任

は
免
れ
な
い
の
は
明
ら

か
。
姿
勢
を
早
急
に
示

す
べ
き
だ
と
考
え
、
平

成
二
十
年
一
月
か
ら
三

月
ま
で
の
給
料
を
30
％

カ
ッ
ト
す
る
議
案
を
提

出
し
た
。こ

の
事
件
は
責

任
が
重
く
、
処

分
が
軽
い
の
で
は
な
い

か
。

他
の
自
治
体
の

例
な
ど
か
ら
妥

当
と
考
え
る
。

定
例
議
会
初
日

に
は
、
事
件
の

経
過
を
み
て
処
分
を
考

え
る
と
言
わ
れ
て
い
る

が
。

事
件
へ
の
対
応

を
早
く
す
べ
き

と
考
え
た
。

【
議
決
】

町
長
が
提
案
し
た
自

分
自
身
の
処
分
案
を
議

会
は
否
決
し
た
。

事
件
の
真
相
に
基
づ

く
再
提
案
を
待
つ
こ
と

と
な
っ
た
。

【
副
町
長
解
職
】

十
三
時
十
分

町
長
は
、
起
訴
前
の

解
職
に
つ
い
て
「
逮
捕
、

送
検
さ
れ
た
事
実
は
重

い
。
解
職
す
る
の
に
相

当
の
理
由
が
あ
る
と
判

断
し
た
」
と
述
べ
た
。

ＱＡＱＡ

ＱＡＱＡ

ＱＡ

町 長副町長逮捕

今
後
、
議
会
と
し
て

は
町
民
の
信
頼
回
復

に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。

議
員
全
員
が
反
対

期
末
手
当
の
ア
ッ
プ

を
見
送
る

反
対
討
論

〇
こ
の
事
件
は
責
任

が
重
い
。
３０
％
で

あ
れ
ば
一
年
以
上

が
妥
当
な
処
分
と

考
え
る
。

〇
町
長
は
事
件
の
経

過
を
み
て
責
任
の

取
り
方
を
明
確
に

す
る
と
言
わ
れ
た
。

事
件
が
解
明
さ
れ

て
な
い
中
、
責
任

を
示
す
の
は
時
期

尚
早
で
あ
る
。

反
対
討
論

事
件
へ
の
対
応
を

早
く
す
る
こ
と
が
大

事
で
、
３０
％
の
三
カ

月
は
前
例
か
ら
み
て

妥
当
で
あ
る
。

賛
成
討
論

賛
成
少
数
で
否
決




